
海外事例調査の概要について

以下の３カ国を対象として海外事例調査を実施。

資料１

韓 国 フランス イギリス

以下 国を対象 海外事例調査を実施。

観
光

近年、海外からの観光客の誘致に
非常に積極的

観光案内所についても、特に韓国
観光公社が運営する観光案内所に

観光案内所/ office de tourismeの
設置は19C後半に民間ボランティア

ベースで始まり、その後コミューン
ベースでの公共による設置が進む

ロンドン五輪の開催に向けて、ロン
ドン市内の観光関連施策について
充実化が進む

Visit Englandが観光案内所運営光
案
内
所
に
関

取
組
み

観光公社が運営する観光案内所に
ついては充実したサービスを提供

特に、訪韓中国人の誘致拡大のた
めに、中国人観光客への対応を積
極的に実施

ベ スでの公共による設置が進む

※ office de tourismeの役割は、主に、観光客

の受け入れ、観光客への情報提供や観光プロ
モーション等であり、実質的に観光案内所も運
営しているがそれ以外の業務も実施。

上記経緯を踏まえて、無数に存在

Visit Englandが観光案内所運営

に関するガイドラインを策定。さらに
、観光案内所におけるより質の高い
サービス提供を目的にOfficial 
Partner program (以下OPP)を実
施

関
す
る

(⇒現地調査結果は第２回WG資料参照) する観光案内所及びoffice de
tourismeの機能や質の担保のため
、特にoffice de tourismeを対象と
する格付け制度を策定

施

一方で、特に地方部では、財政面
での問題で観光案内所を閉鎖する
自治体もあり

運
営

提
供

設置数は全国で387ヶ所(うち、韓
国観光公社6、自治体209、韓国一
般旅行業協会19、その他道路公社
、鉄道公社など)
韓国観光公社やソウル特別市運

設置数は全国で3600程度(但し、
左記はoffice de tourismeの数であ
り office de tourisme管轄下の個
別案内所数の数は3600以上)
観光案内所はoffice de tourisme

設置数はイングランド全土で445程
度(多くが自治体運営、民間は僅か)
ガイドラインでは一般的な案内所
基準と、より高度な基準とOPPに参
加し得る案内所基準を提示

／
設
置
数
／

供
サ
ー
ビ
ス
等

韓国観光公社やソウル特別市運
営の案内所においては、日、中、英
等の言語に対応

具体的なサービスは、各種手配予
約、案内業務に加え無料インターネ

ビ

観光案内所はoffice de tourisme
が運営している場合が多く、一部市
民のボランティア組織のsyndicat 
d‘initiativeが運営

格付け制度については基準を３カ

加し得る案内所基準を提示

OPP参加の観光案内所は、イング

ランド全土の観光情報提供、専門
スタッフの配置等が必須、一方で、
Visit Englandからシンボルマーク
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／等
ット利用、医療サービス、24時間電
話対応等

テゴリーに分けて策定

近年office de tourismeの高度化
の推進を実施

の使用許可、人材育成、モニタリン
グ、広報面での支援あり



韓国調査結果の概要（再掲）

項目 現状

■韓国における調査結果概要

項目 現状

観光案内所の概要

• 観光案内所の固有な名称はないが、シンボルマークはあり。
• 主に地方自治体等の公的機関が自主的に設置・運営。
• 運営方法は、直営又は委託運営(委託先は各地域の観光協会の場合が多い)。
• 案内所新設は主として自治体が計画(政府には設置後・閉鎖後の申請が必要)。案内所新設は主として自治体が計画(政府には設置後 閉鎖後の申請が必要)。

観光案内所の運営
主体、役割分担

• 運営主体は殆どが自治体等の公的機関。
• 具体的には、韓国観光公社、自治体、韓国一般旅行業協会(KATA)、韓国鉄道公社、韓国道路公社。
• 民間が運営する観光案内所は少なく、公的機関が運営する案内所の方がサービスの質も高い。

観光案内所の設置 • 公的主体運営：387ヶ所(韓国観光公社6 自治体209 韓国一般旅行業協会 19 その他道路鉄道公社)観光案内所の設置
数、設置場所

• 公的主体運営：387ヶ所(韓国観光公社6、自治体209、 韓国 般旅行業協会 19、その他道路鉄道公社)
• 民間運営： 50ヶ所

観光案内所の予算
及び財源

• 政府からの自治体向け観光案内所の新設・改装関連の補助金が約20億ウォン(約1億3千万円)(建設費、
情報提供に伴うコスト等を対象)。

• 政府からの自治体を対象とした表示板関連の補助金が約20億ウォン。案内広報物関連の補助金が約10及び財源 政府からの自治体を対象とした表示板関連の補助金が約20億ウォン。案内広報物関連の補助金が約10
億ウォン(約6.6千万円)。

サービス(対応言
語 情報提供)

• 主な提供サービスは、①観光情報の提供、②外国人観光客への通訳、③交通・宿泊・現地ツアー等の
予約・販売サービス、④休憩所としてのサービス、⑤地域特産物の販売や展示・広告、⑥観光客の苦
情受付と処理。

語、情報提供) • 案内人の対応言語は、日、中、英の３言語を基本として、地域の状況に応じて配置(ソウル市では、観
光客数を勘案し一部ロシア語、タイ語等の配置事例もあり)。

【観光案内所運営指針の策定】
• 政府(文化体育観光部)が2010年12月に観光案内所の標準化のため｢全国観光案内所運営指針｣を策定。

指針に基づき 各自治体が観光案内所の管理 運営を実施(法的拘束力はない)

その他、特徴的な
取り組み

• 指針に基づき、各自治体が観光案内所の管理・運営を実施(法的拘束力はない)。
• 指針においては、①立地(目安とすべき観光客数)､②広報､③内部外部の構成(ピクトグラムの表記､名称

･サインの統一)､④サービス､⑤案内所管理､⑥案内員管理(採用､待遇､教育､役割)等が規定。
【全国モニタリング調査／教育研修の実施】
• 政府が全国の観光案内所実態調査を2年に１回実施している。その他、自治体が独自でモニタリング調
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査等も実施。政府及び自治体独自で観光案内人の教育研修を積極的に実施。
【i-netの導入】

• 統一的なシステムにより、全国の各案内所で対応した観光客別の対応内容をデータベース化、運営・
サービスに適宜反映。



韓国調査結果の概要（再掲）

項目 現状

■ソウル特別市が運営する観光案内所の現状

項目 現状

観光案内所の概要

• 政府(文化観光体育部)の「運営指針」に基づき運営。独自制度についてはソウル特別市観光案内条例
を策定。運営については、公募により委託先を選定、現在は観光協会に委託。

• 予算は年間約34億ウォン(約2億3千万円)で、ソウル特別市の独自財源。内訳は、観光案内人への賃金
が約8割、残り約2割が運営費やサービス改善費等。が約8割、残り約2割が運営費やサ ビス改善費等。

• 文化体育観光部からの観光案内所関連補助金があり、予算がない場合に申請。

観光案内所の設置
数、設置場所

• 市内に固定式観光案内所が16ヶ所。動く観光案内所は8ヶ所。
• 固定式観光案内所における案内人は50名程度。近年、動く観光案内人の取組みに注力しており、現在

、市内に動く観光案内人を延べ72名配置。

サービス(対応言
語、情報提供)

• 対応サービスは、観光地の場所関連の問合せ34%、交通関連24%、ショッピング関連19%、レストラ
ン関連8%、宿泊関連4%である。

• インターネット検索が必要な質問が多い。動く観光案内所も案内人がタブレット型端末を携帯。
• 基本的に日、英、中の３カ国語に対応。各案内所の客層や対応時間により、配置人数や言語を決定。

東大門(トンデムン)等東南アジアの観光客が多い地域はタイ語ができる観光案内人を配置 部 ロ語、情報提供) • 東大門(トンデムン)等東南アジアの観光客が多い地域はタイ語ができる観光案内人を配置。一部、ロ
シア語ができる案内人を配置している案内所もあり。

• 国籍別の統計をもとに、英、中、日以外にもどういう言語が必要か判断。

その他、特徴的な
取り組み

• 動く観光案内所
• 自治体独自で 観光案内人への教育・研修を実施取り組み • 自治体独自で、観光案内人への教育・研修を実施

多言語パンフレット等 ネット接続できる

3
＜ソウル特別市内の観光案内所の様子＞

観光案内所の外観 観光案内所の内部

多言語パンフレット等
情報設置ブース

ネット接続できる
ＰＣの設置

動く観光案内所の様子



フランス調査結果の概要

項目 現状

■フランスにおける調査結果概要

項目 現状

観光案内所の概要

• 観光案内所の固有な名称はないが、シンボルマークはあり。レベルにより異なるシンボルマークを採用。
• 主に自治体(コミューン等)が設置するoffice de tourismeが案内所を運営。(なお、office de tourismeの役割は観光客

の受け入れ、観光客への情報提供や観光プロモーション(イベント開催)等であり、実質的に観光案内所を運営して
いるがそれ以外の業務も実施。さらに、１つのoffice de tourisme が複数の案内所を運営する場合もある。)

• 案内所新設は主として自治体が計画。
• 2009年の法律改正により、office de tourismeのプロフェッショナル化が促進。 syndicat d’initiative (ボランティア

組織)運営の案内所のサービス高度化のために office de tourisme運営に移行する取組みも実施。

観光案内所の運営

• 運営主体は一般的に各コミューン内のoffice de tourismeの場合が多い。一部市民のボランティア組織のsyndicat 
d’initiative が運営。観光案内所の運営

主体、役割分担

d initiative が運営。
• syndicat d’initiative が運営する観光案内所はあくまでボランティア組織による運営であり、office de tourismeが運

営する公的な案内所の方がサービスの質も高い。

観光案内所の設置
数、設置場所

• 公的主体運営：約3600ヶ所程度(但し、左記はoffice de tourismeの数であり office de tourisme管轄下の個別TIC数
の数は3600以上と想定される)

• 民間運営：syndicat d’initiative運営が400ヶ所程度• 民間運営：syndicat d initiative運営が400ヶ所程度

観光案内所の予算
及び財源

• 基本的に政府やAtout Franceからの補助金等はなく、案内所を運営するoffice de tourismeの自主財源と自治体(コミ
ューン等)からの補助金により運営。

• 主な提供サービスは、①観光情報の提供、②交通・宿泊・現地ツアー等の予約・販売サービス、③休憩所としての
サービス ④地域特産物の販売(一部)

サービス(対応言
語、情報提供)

サ ビス、④地域特産物の販売( 部)。
• 案内所の対応言語については、必置言語を決めているわけではないが、独、伊、西等から複数言語に対応できるス

タッフを採用し、英語以外の言語でも常に対応が可能。なお、パンフレットについては、パリ等では複数言語のパ
ンフレットが置かれている場合もあるが、地方部では英語のみの場合も多い。

【office de tourismeに係る格付け制度】
ffi d t i に係る格付け基準があり ffi d t i を規模やレベル別に３カテゴリ に分類して 当該

その他、特徴的な
取り組み

• office de tourismeに係る格付け基準があり、 office de tourismeを規模やレベル別に３カテゴリーに分類して、当該
カテゴリーごとに基準を設けている。

• 格付けされているoffice de tourismeは、約3000程度である。
• 格付け基準には、①サービス(受入体制、情報提供)、➁ office de tourismeの機能(宿泊施設のキャパシティー、資金

・人的資源、スタッフ、プロモーション)等が規定。なお観光案内所に関する基準は、格付け基準のうちの一部。
格付けは 各office de tourismeの任意であり 義務ではない
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• 格付けは、各office de tourismeの任意であり、義務ではない。
【近年の格付けの見直しとその背景】

• これまで、４つ星による格付けを実施していたが、制度の見直しにより分類を３つに削減し、かつ星による格付け
からカテゴリーによる分類に変更。



フランス調査結果の概要

■office de tourismeに関するカテゴリー

• 観光業界関係者と連携し、全国及び国外からの観光客が多数訪れる当該地域の観光
による経済振興という任務を負う組織である。

• 必ず所長がおり 多言語を話すスタッフを採用する

高

カテゴリ 1

必ず所長がおり、多言語を話すスタッフを採用する。

• office de tourismeの発展と地域の発展の方向性に応じて専門担当分野を持つスタッフ
によって構成される。

• 全国的、国際的な規模のプロモーション活動を展開する。自ら開発し、かつ確固たる営
業方針に基づいた多様なサ ビスを提供することができる IT技術が十分に活用されて

←

カテゴリー1 業方針に基づいた多様なサービスを提供することができる。IT技術が十分に活用されて
いる。

• ターゲットを絞ったプロモーションを策定するとともに、office de tourismeのサービス品
質と、担当地域のパートナー(観光業界)のサービスを向上させるために利用者の声を聞

レ

ベ

ル→

くツール(手段)を有する。

• office de tourismeのサービスと包括的なパフォーマンスを向上させるために、サービス
品質の向上を促進する取組みを行なっている。

均質でまとま た つの観光消費地に相当する地域を担当する中規模の組織である

→

カテゴリー2

• 均質でまとまった一つの観光消費地に相当する地域を担当する中規模の組織である。

• スタッフを率いるための責任者あるいは所長を必ず擁する。

• カテゴリー3のoffice de tourismeよりもより多様で、自ら開発した独自のサービスを提供
することができる。カテゴリー2のoffice de tourismeは、ターゲットを絞ったプロモーショ

低

ンを策定するとともに、office de tourismeのサービス品質と、担当地域のパートナー(観
光業界)のサービスを向上させるために利用者の声を聞くツール(手段)を有する。

• 基本的に観光業界ネットワークの活性化、利用者への情報提供、ならびに有効な情報
伝播のためのローカルな観光情報の収集に従事する常勤スタッフを擁する小規模の組

カテゴリー3 伝播のためのローカルな観光情報の収集に従事する常勤スタッフを擁する小規模の組
織である。

• その任務は基本的に利用者受け入れと情報提供である。
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フランス調査結果の概要

項目 現状

■パリ観光・会議局(Office du Tourisme et des Congrès de Paris)が運営する観光案内所の現状

項目 現状

観光案内所の概要

• 基本的に観光関連省庁や政府観光局からの補助金等はなく、案内所を運営するoffice de tourismeの自
主財源と自治体(コミューン)等からの補助金により運営。パリの場合は、パリ観光・会議局(Office du 
Tourisme et des Congrès de Paris)が運営し、運営費用は主に市の補助金とoffice de tourismeの会員
費。費。

観光案内所の設置
数 設置場所

• 案内所の設置場所は、基本的に主要交通機関の結節点、主要観光地周辺。
• パリ市の場合は、パリ観光・会議局が、機能別に、メインウェルカムセンター(ピラミッド)を１ヶ所

、パーマネントセンターを５ヵ所(アンベール、パリ東駅、リヨン駅、パリ北駅、ポルト・ド・ベル
サイユ)、夏季限定のキオスクを５ヵ所設置。それ以外には、 syndicat d’initiative(ボランティア組織)

数、設置場所 が運営する案内所が1ヶ所あり。
• パリ観光・会議局運営の観光案内所スタッフは、全案内所で延べ25名。1名は責任者として専属の案

内所に勤務、それ以外のスタッフはシフトを組んで全案内所で勤務。

• 対応サービスは、基本的に、観光地周辺の情報提供、交通・宿泊・現地ツアー等の予約・販売サービ
ス 物販(地図等※ 部実施していない案内所もあり)である

サービス(対応言
語、情報提供)

ス、物販(地図等※一部実施していない案内所もあり)である。

• 案内所の対応言語については、必置言語を決めているわけではないが、独、伊、西等から複数言語に
対応できるスタッフを採用し、英語以外の言語でも常に対応が可能。なお、パンフレットについては
、パリでは、英、独、伊、西、日、韓、中、露等の10カ国に対応。

その他 特徴的な • 案内所の場所は観光客のニーズに応じて新設・閉鎖等を行い 現在適切な数が設置されている状況その他、特徴的な
取り組み

• 案内所の場所は観光客のニーズに応じて新設・閉鎖等を行い、現在適切な数が設置されている状況。
• 地域圏office de tourisme連盟が年に２回、各案内所に立ち入り検査を行い、モニタリングを実施。

観光案内所の機能表示
(各案内所共通)

<Pylamides welcome centre> <Anvers> <Gare du Nord>

観光案内所

観光案内所の外観観光案内所の内部 観光案内所の
内部

の外観

6＜パリ市内の観光案内所の様子＞

観光案内所のサイン

多言語パンフレット等
情報設置ブース

観光案内所の外観とサイン



イギリス調査結果の概要

項目 現状

■イギリスにおける調査結果概要
項目 現状

観光案内所の概要
• 観光案内所の固有な名称はないが、シンボルマークはあり。レベルにより異なるシンボルマークを採用。
• 主に自治体(カウンシル等)等の公的機関が自主的に設置・運営。
• 案内所新設は主として自治体が計画。

観光案内所の運営 • 運営主体は一般的にカウンシルの場合が多い。主要観光地では、一部旅行業者(バス会社等)が運営しているが僅か。

主体、役割分担 • 民間が運営する観光案内所はあくまで営利目的であり、カウンシル等が運営する公的な案内所の方がサービスの質も高い。

観光案内所の設置
数、設置場所

• 公的主体運営(Visit England (VE)のofficial tourist information)： 445ヶ所
• 民間運営：詳細は不明だが一部に限定

観光案内所の予算
及び財源

• 基本的に観光関連省庁や政府観光局からの補助金等はなく、案内所を運営する自治体(カウンシル等)が自主財源により運営。
及び財源

基本的に観光関連省庁や政府観光局からの補助金等はなく、案内所を運営する自治体(カウンシル等)が自主財源により運営。

サービス(対応言
語、情報提供)

• 主な提供サービスは、①観光情報の提供、②交通・宿泊・現地ツアー等の予約・販売サービス、③休憩所としてのサービス、④
地域特産物の販売(一部)。

• 案内所の対応言語については、必置言語を決めているわけではないが、仏、独、伊、西等から複数言語に対応できるスタッフを
採用し、英語以外の言語でも常に対応が可能。なお、パンフレットについては、ロンドン等では複数言語のパンフレットが置か
れ いる場合もあるが 地方部 は英語のみの場合も多いれている場合もあるが、地方部では英語のみの場合も多い。

【観光案内所の基準策定】
• VEが観光案内所の標準化のためガイドライン(Guidelines for Tourist Information providers in England)を策定。
• ガイドラインにおいては、①運営､➁立地・施設及び設備、③営業時間、④スタッフ・研修、⑤情報・サービス、⑥サイン環境(
サインの設置、サインの統一)､⑦プロモーション・マーケティング等を規定。
基準は 全ての案内所を対象とした推奨基準と Official Partner program参加要件となるより高度な基準との2種類を設定(基準

その他、特徴的な
取り組み

• 基準は、全ての案内所を対象とした推奨基準と、Official Partner program参加要件となるより高度な基準との2種類を設定(基準
の内容は一部重複)。

【Official Partner program制度】
• Official Partner program制度は、より質の高い機能を持つことを要件として、当該基準を満たした案内所のみが参加可能なプロ

グラムである。当該プログラムに参加した案内所は、バラのマークが付いた公式シンボルマークの使用、無料で覆面調査による
モニタリングや研修参加が可能、VEのプロモーション支援等のメリットがある。

【全国観光案内所AWARD (Enjoy England Awards for Excellence)を毎年開催】
• 20年以上前から、VEが主催で年に1回、全国の観光案内所を対象に、観光案内所AWARDを実施。
• 地方部の予選を踏まえて、全国区で本選が開催され、最終的に最優秀案内所が決定。なお、予選の審査は地方の観光協会(例え
ば、tourism south east)が実施。受賞メリットは、VEによるプロモーション支援、知名度の向上、自治体へのアピール等。

【観光案内所一部閉鎖の動き】
• 近年 特に地方部では財政難によりカウンシル運営の案内所閉鎖の動きがあり 閉鎖後はBusiness Improvement District (民間事

7

• 近年、特に地方部では財政難によりカウンシル運営の案内所閉鎖の動きがあり、閉鎖後はBusiness Improvement District (民間事
業者による自主組織)が別途設置運営するケースも出始めている。



イギリス調査結果の概要

項目 現状

■自治体(City of London、Winchester、Greenwich)が運営する観光案内所の現状

項目 現状

観光案内所の概要
• 基本的に観光関連省庁や政府観光局からの補助金等はなく、案内所を運営する自治体(カウンシル等)

が自主財源により運営。

• Winchester、Greenwichは各市内に１箇所のみ。
Cit f L d は カウンシル運営の案内所は１ヶ所だが 周辺にVB直営の案内所 バス会社運営の

観光案内所の設置
数、設置場所

• City of Londonは、カウンシル運営の案内所は１ヶ所だが、周辺にVB直営の案内所、バス会社運営の
案内所がある。立地箇所は3ヶ所ともに主要観光地周辺。

• 案内所のスタッフは、Winchester、Greenwich、City of Londonともに述べ6～10名弱程度。
Greenwichのみ時間単位の臨時スタッフを17名活用。

• 対応サービスは 基本的に 観光地周辺の情報提供 交通・宿泊・現地ツアー等の予約・販売サービ

サービス(対応言
語、情報提供)

• 対応サ ビスは、基本的に、観光地周辺の情報提供、交通 宿泊 現地ツア 等の予約 販売サ ビ
ス、物販(地図等※一部実施していない案内所もあり)である。

• 案内所の対応言語については、必置言語を決めているわけではないが、仏、独、伊、西等から複数言
語に対応できるスタッフを採用し、英語以外の言語でも常に対応が可能。なお、パンフレットについ
ては、ロンドン等では複数言語のパンフレットが置かれている場合もあるが、 Winchester等の地方
部では英語のみ部では英語のみ。

その他、特徴的な
取り組み

• City of London、Greenwich：オリンピック開催に合わせて開館時間を延長予定。
• Winchester：2011年のAWARD受賞。
• 地方部の案内所では一部閉鎖の動きがあるが、上記３ヶ所については閉鎖の予定はない。

<Wi h t ><Cit f L d > <G i h><Winchester><City of London> <Greenwich>

カウンター

観光案内所の内部 観光案内所の外観およびサイン観光案内所のサイン 観光案内所の内部

8＜イングランド内の観光案内所の様子＞

多言語パンフレット等
情報設置ブース

パンフレット等
情報設置ブース

多言語パンフレット等
情報設置ブース 土産物の販売


